
令和７年度第１回小金井市消防団運営審議会次第 

 

１ 開催日時  令和７年７月２３日（水） １８時３０分から  

 

２ 開催場所  小金井市役所 第五会議室（西庁舎２階）  

 

３ 議  題  

 

⑴ 会長の選出について  

 

⑵ 令和６年度常備消防費・非常備消防費決算について（報告）  

 

⑶ 令和７年度消防費予算について（報告）  

 

⑷ 消防団員の改選方法について（諮問）  

 

⑸ その他  
 
 

４ 配布資料  

資料１  小金井市消防団運営審議会委員名簿  

資料２  令和６年度常備消防費・非常備消防費決算について  

資料３  令和６年度月別消防団出動状況  

資料４  令和７年度消防費予算について  

資料５  小金井市消防団員改選事務日程表  

資料６  小金井市消防団運営審議会条例  

資料７  小金井市消防団条例  

資料８  小金井市消防団規則  

資料９  小金井市消防団員推薦委員会設置要綱  



資料１

令和７年７月２３日現在

№ 職名 氏　　名

1 委員 尾 島 勉 条例第３条第２項第１号 学 識経 験者

2 委員 野 口 和 史 条例第３条第２項第１号 学 識経 験者

3 委員 田 中 康 夫 条例第３条第２項第１号 学 識経 験者

4 委員 當 麻 圭 治 郎 条例第３条第２項第１号 学 識経 験者

5 委員 菅 澤 利 幸 条例第３条第２項第１号 学 識経 験者

6 委員 河 野 麻 美 条例第３条第２項第２号 市 議会 議員

7 委員 鈴 木 成 夫 条例第３条第２項第２号 市 議会 議員

8 委員 渡 辺 大 三 条例第３条第２項第２号 市 議会 議員

9 委員 田 村 裕 一 条例第３条第２項第３号 消 防 団 長

10 委員 神 山 伸 一 条例第３条第２項第４号 副 市 長

11 委員 丸 田 伸 彦 条例第３条第２項第５号 関係行政機関 小金井消防署長

小金井市消防団運営審議会委員名簿
任期　令和７年６月　１日から

　　　令和９年５月３１日まで

選任根拠条例 備　　考



資料２

（単位：円）

区　分 金　額

９消防費 1,626,499,000 1,602,319,581

１消防費 1,626,499,000 1,602,319,581

１常備消防費 1,467,566,000 1,467,566,000

１２委託料 1,467,566,000 1,467,566,000

　・消防事務都委託金 (1,467,566,000)

２非常備消防費 107,631,000 85,785,479

１報酬 40,274,000 30,556,200

　・団員報酬 (11,460,000)

　・出動報酬 (19,015,200)

４共済費 279,000 224,315

　・消防団員福祉共済制度掛金 (195,265)

　・東京都市町村民交通災害共済 (29,050)

７報償費 669,000 587,330

８旅費 19,000 8,814

９交際費 350,000 323,000

１０需用費 9,609,000 9,347,158

　・消防団員用備蓄食料 (403,678)

１１役務費 3,558,000 2,909,910

　・消防団員傷害保険、支援隊ボランティア保険 (2,302,080)

１２委託料 7,039,000 6,286,820

　・消防団員健康診断委託料（27人分） (368,820)

　・消防団出初式会場設営等委託料 (616,000)

　・消防団出初式車両交通等誘導委託料 (451,000)

　・消防団員緊急連絡システム運用委託料 (132,000)

  ・消防団北多摩地区消防大会運営等委託料 (4,719,000)

１３使用料及び賃借料 2,011,000 1,984,388

　・パーソナルコンピュータ借上料 (189,156)

　・タブレット端末借上料 (129,195)

　 ・消防団庶務・管理アプリケーション使用料 (330,000)

１７備品購入費 352,000 337,700

　・消火ホース（10本） (337,700)

１８負担金補助及び交付金 43,471,000 33,219,844

３災害対策費 51,302,000 48,968,102

令和６年度常備消防費・非常備消防費決算について

科　　目 予　　算　　現　　額

支出済額
款 項 目

節



1 出動回数

火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒
４月 2 7 0 1 4 3 2 8 3 3 10 0 3 12 0 3 6 3 14 47 9
５月 1 7 0 2 7 3 3 6 3 5 9 1 3 15 0 3 8 4 17 52 11
６月 2 3 0 2 2 5 2 7 3 4 9 0 2 11 0 3 8 3 15 40 11
７月 2 6 0 3 4 2 5 5 4 8 7 0 3 10 0 3 7 3 24 39 9
８月 0 9 0 2 4 3 0 5 4 3 6 0 2 9 4 1 4 5 8 37 16
９月 0 7 0 0 4 3 1 6 8 1 10 0 2 13 0 2 8 6 6 48 17

１０月 1 4 0 0 7 2 5 8 4 4 12 0 2 14 0 0 8 5 12 53 11
１１月 3 7 1 4 10 6 4 10 7 3 9 3 4 15 4 3 11 6 21 62 27
１２月 3 4 2 1 6 7 6 12 5 6 9 2 3 11 2 5 11 6 24 53 24

１月 2 9 0 3 9 3 3 5 3 3 11 0 5 12 0 3 7 3 19 53 9
２月 5 6 0 8 13 2 6 11 3 8 15 0 6 14 0 6 17 3 39 76 8
３月 6 4 1 5 20 2 8 14 7 6 23 1 7 19 3 6 14 7 38 94 21

27 73 4 31 90 41 45 97 54 54 130 7 42 155 13 38 109 54 237 654 173

月平均

2 出動人数

火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒 火災 訓練 警戒
４月 6 22 0 3 6 10 10 35 15 17 61 0 15 71 0 13 43 15 64 238 40
５月 3 21 0 5 9 9 22 28 15 22 50 4 18 64 0 20 34 18 90 206 46
６月 6 12 0 4 2 16 7 44 13 16 54 0 8 66 0 17 37 15 58 215 44
７月 6 16 0 4 8 6 27 23 27 34 28 0 14 46 0 9 15 19 94 136 52
８月 0 22 0 4 9 10 0 13 22 12 30 0 4 41 42 7 15 27 27 130 101
９月 0 28 0 0 11 12 2 46 62 5 70 0 5 87 0 6 43 35 18 285 109

１０月 3 16 0 0 17 10 27 22 21 19 71 0 5 57 0 0 29 21 54 212 52
１１月 6 23 5 9 28 23 17 49 35 13 43 12 22 82 15 13 41 26 80 266 116
１２月 8 18 12 2 15 26 27 57 35 20 50 25 12 54 17 20 40 39 89 234 154

１月 5 33 0 10 33 11 24 39 13 22 95 0 26 76 0 22 46 13 109 322 37
２月 16 17 0 20 44 8 27 86 13 50 113 0 35 83 0 27 95 13 175 438 34
３月 15 18 5 9 58 7 35 89 29 26 125 5 27 109 12 17 67 26 129 466 84

74 246 22 70 240 148 225 531 300 256 790 46 191 836 86 171 505 267 987 3,148 869

月平均

※
支給金額

(円)

※　団員の1月当たりの出動回数（令和７年3月31日時点の団員数） 　　  ※　警戒には広報活動を含む。

6.0

1,299,600 1,740,400 4,012,800 4,149,600 4,229,400 3,583,400 19,015,200

4.8 6.4 5.9 6.5 7.1 5.2

943 5,004
28.5 38.2 88.0 91.0 92.8 78.6

1,113
計

342 458 1,056 1,092

第四分団 第五分団 計

8.7 13.5 16.3 15.9 17.5 16.8

本部 第一分団 第二分団 第三分団

210 201 1,064

（単位：人）

計
104 162 196 191

資料３

令和６年度月別消防団員出動状況
（単位：回）

本部 第一分団 第二分団 第三分団 第四分団 第五分団 計



令和７年度消防費予算について  

 

１ 令和７年度当初予算 

⑴ 全体予算  ５２４億円       （５４１億３２００万円） 

⑵ 消 防 費  １６億２１６８万円   （ １６億０８４２万円） 

⑶ 割  合  ３．１％        （ ３．０％） 

※  （ ）内は、令和６年度当初予算関係 

 

２ 令和７年度消防費予算の内訳 

⑴ 消防事務委託に要する経費        １４億６７５６万６千円 

⑵ 消防施設維持管理に要する経費         ４１９４万４千円 

⑶ 消防団活動に要する経費            ６１８６万１千円 

⑷ 災害対策に要する経費             ４９８２万９千円 

⑸ 防災訓練に要する経費               ３３万９千円 

⑹ 国民保護対策に要する経費             １４万９千円 

 

３ 消防費予算の主な新規事業等 

⑴ AED一式借上料 

⑵ 回線使用料（消防団詰所へのWifiルーターの設置） 

⑶ 都操法大会用被服等一式 

⑷ 都操法大会用ホース及び管鎗等一式 

⑸ その他 共済費・出初式関係費・健康診断委託料・消防団員備蓄食料・消

火ホース・ポンプ車車検など 

 

資料４ 

 



第１回

第２回

第３回

2

⑴

⑵

⑴ 第一分団

⑵ 第二分団

⑶ 第三分団

⑷ 第四分団

⑸ 第五分団

5

6

7

8 退団式 ５月２４日（金）

令和７年度

７月２３日（水）

消防団員候補者名簿提出期限 ３月中旬

消防団員辞令交付式 ４月１日（月）

( 貫 井 北 町 集 会 所 ) １１月６日（月）１１月　　日（　）

現任団員への留任依頼書送付 １月２６日（金）

３月中旬

４月１日（水）

( 友 愛 会 館 ) １１月１６日（木）

( 丸 山 台 集 会 所 ) １１月２日（木）

１月中旬

10月中旬

4

改選説明会の開催について

( 上 之 原 会 館 ) １月１９日（金）

( 梶 野 会 館 ) １１月２１日（火）

１１月　　日（　）

消 防 団 運 営 審 議 会

 ８月２９日（火）

消防団員推薦委員名簿の提出期限 １０月１６日（月）

答　　申（市長からの諮問：７月２３日） ９月２６日（火）

９月中旬

１１月　　日（　）

3

消防団推薦委員委嘱手続き

消防団員推薦委員候補者選出の依頼 ９月２７日（水）

⑶ 消防団員推薦委員委嘱状の送付 １０月下旬

10月中旬

９月中旬

小金井市消防団員改選事務日程表（案）

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 令和５年度

1

４月下旬

１１月　　日（　）

１１月　　日（　）

資料５
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○小金井市消防団運営審議会条例 

昭和37年10月22日条例第26号 

改正 

平成13年３月２日条例第11号 

平成18年12月21日条例第39号 

（設置） 

第１条 本市は、消防団の円滑な運営を図るため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３

項の規定に基づき、市長の附属機関として小金井市消防団運営審議会（以下「審議会」という。）を

置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、消防団の運営に関する事項について、調査及び審議する。 

２ 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員11人をもつて組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験者 ５人 

(２) 小金井市議会議員 ３人 

(３) 小金井市消防団長 １人 

(４) 小金井市副市長 １人 

(５) 関係行政機関の職員 １人 

３ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱さ

れ、又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、退職するものとする。 

４ 委員は、非常勤とする。 

（会長） 

第４条 審議会に会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によつて定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 市長は、審議会に出席して意見を述べることができる。 

（雑則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 

付 則 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成13年３月２日条例第11号） 

この条例は、平成13年４月５日から施行する。 

付 則（平成18年12月21日条例第39号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

資料６ 
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資料７ 

○小金井市消防団条例 

平成14年６月28日条例第22号 

改正 

平成22年３月27日条例第８号 

平成23年３月25日条例第４号 

平成28年３月30日条例第18号 

令和元年９月26日条例第32号 

令和５年３月28日条例第14号 

 

小金井市消防団条例（昭和26年条例第23号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第18条第１項、第19条第２項及び第23条

第１項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員（以下「団員」という。）

の定員、任用、報酬、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものと

する。 

（消防団の設置、名称及び区域） 

第１条の２ 小金井市に消防団を設置する。 

２ 前項の消防団の名称は、小金井市消防団（以下「消防団」という。）とし、その管轄区域は、

市内の全域とする。 

（定員） 

第２条 団員の定員は、83人以内とする。 

（任命） 

第３条 小金井市消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。 

２ 団長以外の団員は、18歳以上の者であって、次のいずれかに該当するもののうちから、市長の

承認を得て団長が任命する。 

(１) 市内に居住する者 

(２) 市内に勤務する者 

(３) 市内に在学する者 

（推薦委員会） 

第３条の２ 市長は、前条第２項に規定する団員（小金井市消防団規則（昭和26年規則第１号）第

４条で定める副団長及び本部分団長を除く。）を確保するために、団長の求めに応じて、小金井

市消防団員推薦委員会（以下「推薦委員会」という。）を設置することができる。 

２ 推薦委員会は、市議会議員及び学識経験者の中から市長が委嘱する委員をもって組織する。 

（欠格条項） 

第４条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。 

(１) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

(２) 第７条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（分限） 

第５条 任命権者は、団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認

められるときは、休職又は免職することができる。 

（退職） 

第６条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許

可を受けなければならない。 

（懲戒） 
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第７条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免

職することができる。 

(１) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。 

(２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(３) 団員としてふさわしくない非行があったとき。 

２ 停職は、１か月以内の期間を定めて行う。 

（身分） 

第８条 団員は、非常勤とする。 

（服務規律） 

第９条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事しなければならない。ただし、招集を受け

ない場合であっても水火災その他の災害（以下「災害等」という。）の発生を知ったときは、あ

らかじめ団長が指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事するものとする。 

第10条 団員は、５日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては

団長に届け出なければならない。 

第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

(２) 職務のためであっても、みだりに建造物その他の物件を破損してはならない。 

(３) 消防団又は団員の名義をもって寄附を募集し、又は営利行為をなし、もしくは義務の負担

となるような行為をしてはならない。 

(４) 消防団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟もしくは紛議に関与し

てはならない。 

(５) 市民に対して常に災害等の予防及び警戒心の喚起に努め、災害等に際しては、全力を挙げ

て、これに当たる心構えを持たなければならない。 

(６) 機械器具その他の消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはな

らない。 

（報酬） 

第12条 団員には、月額報酬を支給し、その額は、別表第１に定めるところによる。 

２ 団員が災害、訓練等の職務に従事したときは、出動報酬を支給し、その種類、支給対象者及び

支給額は、別表第２に定めるところによる。 

３ 第１項の報酬は、団員が任命されたときはその日の属する月分から、その職を解かれたときは

その日の属する月分まで、それぞれ日割計算により支給する。 

（費用弁償） 

第13条 市長は、団員が職務のため市の区域外に出張するときは、特別職の職員の旅費に関する条

例（昭和36年条例第７号）の規定に基づき旅費を支給する。 

（支給方法） 

第14条 団員に支給する報酬は、当月分を翌月20日までに支給する。 

（公務災害補償等） 

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は公務による負傷もしくは

疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族も

しくは被扶養者（以下「団員等」という。）に対し東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭

和63年東京市町村総合事務組合条例第19号。以下「公務災害補償条例」という。）に基づき損害

を補償する。 

２ 団員が、消防業務に従事するに当たり、一身の危険を顧みることなくその任務を遂行し、その

ために死亡し、又は負傷し、もしくは障害の状態となった場合にあっては公務災害補償条例第８

条の２第１項第２号に規定する規則に定める程度の傷病等級に該当する障害が残存すると認定さ
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れ、特に功労が認められるときは、団員等に対し東京都市町村消防団員賞じゆつ金条例（昭和63

年東京市町村総合事務組合条例第21号）に基づき賞じゅつ金を支給することができる。 

（退職報償金） 

第16条 団員が退職した場合においては、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に

東京都市町村消防団員退職報償金条例（昭和63年東京市町村総合事務組合条例第20号）に基づき

退職報償金を支給する。 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成14年４月１日から適用する。 

（平成14年４月から同年６月までの報酬及び同年４月から同年５月までの手当の支給方法） 

２ 団員（団長及び副団長を除く。）の平成14年４月から同年６月までの報酬及び団員の同年４月

から同年５月までの手当の支給方法は、改正後の小金井市消防団条例第14条の規定にかかわらず、

この条例の公布の日の翌月の10日までに支給する。 

（特別職の給与に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の給与に関する条例（昭和31年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び教育長」を「、教育長及び消防団員」に改める。 

別表第３中 

「 消防団運営審議会 会長 日額 11,000円  

 委員 日額 10,000円  

消防団 団長 月額 37,000円  

 副団長 月額 28,000円  

交通安全推進協議会 会長 日額 11,000円  

委員 日額 10,000円 」 

を 

「 消防団運営審議会 会長 日額 11,000円  

 委員 日額 10,000円  

交通安全推進協議会 会長 日額 11,000円  

委員 日額 10,000円 」 

に改める。 

（特別職の職員の旅費に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員の旅費に関する条例（昭和36年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１号を加える。 

(４) 小金井市消防団員 

（小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

５ 小金井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和43年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「小金井市消防団条例（昭和26年条例第23号）」を「小金井市消防団条例（平

成14年条例第22号）」に改める。 

付 則（平成22年３月27日条例第８号） 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

付 則（平成23年３月25日条例第４号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月30日条例第18号） 
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この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第15条第２項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

付 則（令和元年９月26日条例第32号） 

この条例は、令和元年12月14日から施行する。 

付 則（令和５年３月28日条例第14号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第12条の規定は、令和５年４月以後の月分として支給する報酬について適用し、同月

前の月分として支給する報酬については、なお従前の例による。 

３ 改正前の第13条第２項の規定により、令和５年３月以前の月分として支給する手当については、

なお従前の例による。 

別表第１（第12条関係） 

階級 報酬月額 

団長 39,000円 

副団長 30,000円 

分団長 18,000円 

副分団長 15,000円 

部長 14,000円 

班長 13,000円 

団員 12,000円 

別表第２（第12条関係） 

種類 支給対象者 支給額 

災害出動報酬 水火災又は地震等の現場に出動し、その業

務に従事した団員 

１日につき 8,000円 

ただし、出動が４時間以内の場合

は、3,800円とする。 

訓練出動報酬 教養訓練その他の訓練及び団長が認めた行

事等に参加した団員 

１日につき 3,800円 

特別警戒出動報

酬 

火災予防又は災害等の警備警戒に出動し、

その業務に従事した団員 

１日につき 3,800円 
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資料８ 

○小金井市消防団規則 

昭和26年10月18日規則第１号 

改正 

昭和30年７月１日規則第２号 

昭和32年11月29日規則第５号 

昭和33年９月12日規則第４号 

昭和40年10月２日規則第８号 

昭和42年１月７日規則第11号 

昭和62年３月31日規則第11号 

平成元年４月１日規則第24号 

平成２年８月９日規則第21号 

平成６年３月31日規則第16号 

平成６年12月21日規則第47号 

平成14年６月28日規則第28号 

平成14年９月30日規則第36号 

平成22年３月31日規則第12号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第18条第２項及び第23条第２項の規定に基づ

き、小金井市消防団（以下「消防団」という。）の組織等について、必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 消防団は、本部及び５個分団をもつて構成する。 

２ 本部及び分団の名称、位置は、別表のとおりとする。 

３ 分団の担当区域は、別図のとおりとする。 

（階級） 

第３条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。 

（役員等） 

第４条 消防団に次の表の左欄に掲げる役員を置き、その階級は、同表の右欄のとおりとする。 

役員 階級 

消防団長 団長 

副団長 副団長 

本部分団長 分団長 

分団長 分団長 

副分団長 副分団長 

部長 部長 

班長 班長 

２ 消防団長（以下「団長」という。）以外の役員は、消防団員（以下「団員」という。）の中から団長

がこれを任命する。 

（職務） 

第５条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。 

２ 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の定める順序に

従い、その職務を代理する。 

３ 本部分団長は、副団長を補佐し、副団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い、その職務

を代理する。 

４ 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。 

５ 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

６ 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。 
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（任期） 

第６条 団長、副団長及び本部分団長の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項に定める団員以外の団員の任期は、２年とする。ただし、改選に当たつては、半数以上が留任

しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、後任者が任命されるまでの間は、前任者はその職務を遂行しなければ

ならない。 

４ 補欠により任命された団長、副団長、本部分団長及び団員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（宣誓） 

第７条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。 

 

（水火災その他の災害出動） 

第８条 消防車が水火災その他の災害（以下「災害等」という。）の現場に赴くときは、交通法規の定め

る走行に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンの吹鳴及び赤色灯の点灯を行うものと

する。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。 

第９条 災害等の出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければなら

ない。 

(１) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。 

(２) 病院、学校等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。 

(３) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。 

(４) 消防車は、一列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。 

(５) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。 

(６) その他緊急自動車としての交通法規を守らなければならない。 

第10条 災害等の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び

財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて災害等の防御及び鎮圧に努めなければならない。 

第11条 消防団が災害等の現場に出動した場合は、次の各号に掲げる事項を守り、その職務遂行に留意

しなければならない。 

(１) 団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。 

(２) 消防作業は、迅速かつ的確に行わなければならない。 

(３) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害を最少限度に

止めなければならない。 

(４) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。 

（文書簿冊） 

第12条 本部には、次の各号に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。 

(１) 団員の名簿 

(２) 沿革誌 

(３) 出動記録簿 

(４) 設備資材台帳 

(５) 区域内全図 

(６) 地理水利用覧 

(７) 給与品貸与台帳 

(８) 消防法規例規綴 

(９) 雑書綴 

（教養及び訓練） 

第13条 団長は、団員の品位の向上及び技能の練磨に努め、これらの訓練を定期的に行わなければなら

ない。 

（表彰） 

第14条 市長は、消防団又は団員がその任務の遂行に当たつて功労が特に抜群である場合は、これを表

彰することができる。 
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（礼式及び服制） 

第15条 消防団の礼式及び服制については、総務省消防庁の定める準則による。 

付 則 

１ この規則は、公布の日より施行する。 

２ この規則施行の際現に小金井市消防団設置条例により設置された消防団は、この規則により設置さ

れたものとみなす。 

付 則（昭和30年７月１日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年４月16日から適用する。 

付 則（昭和32年11月29日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月１日から適用する。 

付 則（昭和33年９月12日規則第４号） 

この規則は、昭和33年10月１日から施行する。 

付 則（昭和40年10月２日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和42年１月７日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和62年３月31日規則第11号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

付 則（平成元年４月１日規則第24号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

付 則（平成２年８月９日規則第21号） 

この規則は、平成２年９月１日から施行する。 

付 則（平成６年３月31日規則第16号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

付 則（平成６年12月21日規則第47号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成14年６月28日規則第28号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小金井市消防団規則の規定は、平成14年

４月１日から適用する。 

付 則（平成14年９月30日規則第36号） 

この規則は、平成14年10月１日から施行する。 

付 則（平成22年３月31日規則第12号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名称 所在地 担当区域 

小金井市消防

団 

本部 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市役所内 

 

小金井市全域 

第一分団 小金井市本町五丁目２番28号 本町一丁目８、９、10、15、16、

17、18、19、20番、本町二丁目全

域、本町三丁目全域、本町四丁目全

域、本町五丁目全域、本町六丁目全

域 

第二分団 小金井市梶野町五丁目７番20号 関野町全域 

 梶野町全域 

  緑町全域 

第三分団 小金井市中町二丁目19番25号 東町全域、中町全域 

  本町一丁目１、２、３、４、５、

６、７、11、12、13、14番 

第四分団 小金井市前原町五丁目９番18号 前原町全域、貫井南町一丁目全域 

  貫井南町二丁目全域 

  貫井南町三丁目１、２番 

  貫井南町四丁目全域 

  貫井南町五丁目全域 

第五分団 小金井市貫井北町三丁目１番２号 桜町全域 

 貫井北町全域 

  貫井南町三丁目（１、２番を除

く。） 

別図（第２条関係） 
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資料９ 

○小金井市消防団員推薦委員会設置要綱 

平成22年４月１日制定 

（設置） 

第１条 小金井市消防団条例（平成14年条例第22号。以下「条例」という。）第３条第２項の規定に基づ

き小金井市消防団員（以下「団員」という。）を任命するため、条例第３条の２に規定する小金井市

消防団員推薦委員会（以下「推薦委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推薦委員会は、団員にふさわしい人材を確保するため、その人材を発掘し、及び面接し、市長

に推薦する。 

（組織） 

第３条 推薦委員会は、小金井市消防団の各分団の市内における担当区域ごとに組織する。 

（委員） 

第４条 推薦委員会の委員（以下「推薦委員」という。）は、市議会議員及び学識経験者の中から市長が

委嘱する。 

（任期） 

第５条 推薦委員の任期は、委嘱の日から委嘱を受けた日の属する年度の翌年度の４月30日までとする。

ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 推薦委員会に、委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、推薦委員の互選により選出する。 

３ 委員長及び副委員長の任期は、推薦委員の任期による。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第７条 推薦委員会の会議は、原則として、委員長が招集する。 

２ 会議は、原則として非公開とする。 

（謝礼） 

第８条 市は、推薦委員会に推薦を依頼する際、推薦委員会に対し、予算の範囲内で謝礼を支払う。 

（庶務） 

第９条 推薦委員会の庶務は、総務部地域安全課において処理する。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、推薦委員会の運営に関し必要な事項は、小金井市消防団運営審

議会の意見を聴き、市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際現に推薦委員に委嘱されている者は、この要綱の規定により委嘱されたものとみ

なす。 


